
Title アメリカの対中政策とチャイナ・ロビーの誕生（二・
完） : ウォルター・ジャッドを中心に

Author(s) 高橋, 慶吉

Citation 阪大法学. 2004, 53(5), p. 147-169

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/54910

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



ア
メ
リ
カ
の
対
中
政
策
と
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
の
誕
生
（
二
・
完
）

―
―
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ド
を
中
心
に
―
―

高

橋

慶

吉

一

は
じ
め
に

二

日
中
戦
争
と
ジ
ャ
ッ
ド
の
援
華
活
動

三

中
国
大
国
化
構
想
と
排
華
法
の
撤
廃
（
以
上
第
五
三
巻
二
号
）

四

冷
戦
と
中
国
認
識
の
分
裂

五

結
論
（
以
上
本
号
）

四

冷
戦
と
中
国
認
識
の
分
裂

�
介
石
へ
の
失
望
を
深
め
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
で
あ
っ
た
が
、
�
を
見
捨
て
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
戦
後
に
中
国

が
国
共
内
戦
と
い
う
事
態
に
陥
る
こ
と
と
、
ソ
連
が
中
共
を
利
用
し
て
中
国
に
影
響
力
を
拡
大
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
そ
の
た
め
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
は
、
ス
テ
ィ
ル
ウ
ェ
ル
解
任
後
も
、
ハ
ー
レ
ー
（P

atrick
J.H

u
rley

）
駐
華
大
使
を
介
し
た
国
共
調
停
を
行
っ
た
し
、
四

五
年
二
月
の
ヤ
ル
タ
会
談
で
は
ソ
連
か
ら
国
民
政
府
支
持
の
確
約
を
取
り
付
け
た
。
こ
う
し
た
�
政
権
支
持
と
中
国
の
分
裂
回
避
と
い

（阪大法学）５３（５―１４７）１２２１〔２００４．１〕



う
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
中
国
政
策
を
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
あ
と
を
襲
っ
た
ト
ル
ー
マ
ン
も
引
き
継
い
だ
。
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
、
終
戦
直

後
、
中
共
軍
に
日
本
の
占
領
地
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
国
府
軍
を
要
衝
地
域
へ
輸
送
し
た
り
、
新
た
な
ア
メ
リ
カ
軍
を
投
入

し
た
り
し
て
、
�
介
石
へ
の
支
援
を
行
っ
た
。
一
方
で
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
、
ハ
ー
レ
ー
駐
華
大
使
に
よ
る
国
共
調
停
工
作
も
継
続
し

（
１
）

た
。終

戦
直
後
の
連
邦
議
会
で
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
中
国
関
与
の
是
非
を
め
ぐ
り
、
論
争
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
腐
敗
し
た
�
政
権
に

批
判
的
で
、
複
雑
な
中
国
事
情
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
グ
ル
ー
プ
と
、
�
支
持
と
中
国
へ
の
積
極
的
関
与
と
い
う
戦
中
か
ら

の
政
策
の
継
続
を
求
め
る
グ
ル
ー
プ
の
間
で
な
さ
れ
た
。
前
者
の
グ
ル
ー
プ
を
先
導
し
た
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
下
院
議
員
は
、「
中
国

人
の
争
い
は
ア
メ
リ
カ
人
の
争
い
で
は
な
い
」
と
し
て
、
中
国
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
軍
の
撤
退
を
求
め
た
。
他
方
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
の

中
心
人
物
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
第
二
次
大
戦
の
勝
者
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
復
興
と
ア
ジ
ア
の
発
展
に
、
い
か
な
る
力
と
思
想
が

支
配
す
る
か
に
よ
っ
て
」
最
終
的
に
決
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
、
積
極
的
な
�
支
援
の
姿
勢
を
と
る
ト
ル
ー
マ
ン
を
支
持
し（
２
）

た
。
こ
の
よ

う
な
議
論
は
、
戦
争
終
結
直
前
に
生
じ
た
中
国
認
識
の
分
裂
が
、
戦
争
終
了
と
と
も
に
、
議
会
に
お
け
る
論
争
へ
と
発
展
し
た
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
一
月
末
に
、
国
共
調
停
に
行
き
詰
ま
っ
た
ハ
ー
レ
ー
駐
華
大
使
が
、
突
然
辞
任
を
発
表
し
た
こ
と
は
、
議
会
で
の
論
争
を
一
層
沸

き
立
た
せ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
そ
う
し
た
事
態
を
収
拾
す
る
た
め
、
一
二
月
一
五
日
に
声
明
を
発
表
し
て
、
戦
後
の
中
国
政
策
を
明
ら

か
に
し
た
。
大
統
領
は
そ
の
声
明
で
、「
現
在
の
中
華
民
国
国
民
政
府
を
中
国
の
唯
一
の
合
法
的
政
府
」
と
し
て
認
め
、
そ
の
政
府
が

「
統
一
中
国
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
適
正
な
機
関
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
明
確
に
国
民
政
府
支
持
を
宣
言
し
た
。
さ
ら
に
ト

ル
ー
マ
ン
は
、「
強
力
で
統
一
さ
れ
た
民
主
的
中
国
」
は
、
世
界
平
和
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
あ
る
と
述
べ
、
親
米
中
国
を
中
心
と
し

た
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
構
築
を
目
指
す
ワ
シ
ン
ト
ン
の
政
策
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
一
方
で
大
統
領
は
、
中
国
内
戦
へ
の
ア
メ
リ
カ
軍

論 説
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の
介
入
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
中
国
の
民
主
的
改
革
を
も
呼
び
か
け
て
い（
３
）

る
。

連
邦
議
会
に
お
け
る
ど
ち
ら
の
立
場
の
主
張
も
盛
り
込
ん
だ
こ
の
ト
ル
ー
マ
ン
声
明
は
、
議
会
の
論
戦
を
ひ
と
ま
ず
抑
え
る
こ
と
に

一
役
買
っ
た
。
ま
た
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
国
共
調
停
の
任
を
、
ハ
ー
レ
ー
に
替
わ
っ
て
マ
ー
シ
ャ
ル
（G

eorge
C

.M
arsh

all

）
に
託
し

た
こ
と
は
、
第
二
次
大
戦
中
に
参
謀
総
長
と
し
て
活
躍
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
な
ら
ば
、
中
国
内
戦
を
解
決
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
期

待
や
、
と
り
あ
え
ず
マ
ー
シ
ャ
ル
に
任
せ
て
成
り
行
き
を
見
守
ろ
う
と
す
る
思
い
を
議
員
た
ち
に
抱
か
せ（
４
）

た
。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
、
中
国
に
渡
っ
た
。
当
初
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
る
調
停
工
作
は
、
国
共
両
党
に
停
戦
協
定
を

結
ば
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
な
ど
、
一
定
の
成
果
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に
し
て
も
、
積
年
に
わ
た
る
国
共

の
対
立
を
完
全
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
次
第
に
、
中
国
の
内
戦
は
東
北
地
方
を
中
心
に
拡
大
し
て
い
く
。
一
〇
月
、
マ

ー
シ
ャ
ル
は
、
任
務
が
完
全
に
行
き
詰
ま
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
電
報
を
、
大
統
領
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ（
５
）

た
。

結
局
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
る
調
停
工
作
は
完
全
な
失
敗
に
終
わ
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
一
九
四
七
年
一
月
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
召
還
を

命
じ
た
。
こ
の
調
停
工
作
の
失
敗
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
に
中
国
政
策
の
再
検
討
を
促
す
と
と
も
に
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
も
中
国
政

策
論
争
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
論
争
で
、
熱
心
に
�
介
石
支
援
を
訴
え
た
議
員
た
ち
は
、
総
じ
て
「
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ

ッ
ク
」（C

h
in

a
B

loc

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
そ
の
集
団
を
先
導
し
た
中
心
人
物
で
あ
っ（
６
）

た
。

中
国
情
勢
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
東
に
お
い
て
も
事
態
が
緊
迫
化
し
て
い
く
一
九
四
七
年
は
、
冷
戦
が
い
よ
い
よ
本
格
的

に
開
始
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
三
月
一
二
日
、
大
統
領
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
ア
メ
リ
カ
の
対
外

政
策
方
針
を
議
会
演
説
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
演
説
に
お
い
て
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
全
体
主
義
体
制
側
か
ら
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
世
界
の
諸
国
民
の
自
由
を
守
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
救
済
の
手
を
さ
し
の
べ
ね
ば
な
ら
な
い
と
訴
え（
７
）

た
。

ジ
ャ
ッ
ド
は
こ
の
ト
ル
ー
マ
ン
演
説
を
、「
宥
和
政
策
の
段
階
か
ら
、
抵
抗
の
段
階
へ
と
移
っ
た
」
転
機
点
と
し
て
高
く
評
価
し

アメリカの対中政策とチャイナ・ロビーの誕生（二・完）
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（
８
）

た
。
そ
の
た
め
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
大
統
領
が
そ
の
演
説
の
中
で
求
め
た
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
へ
の
軍
事
、
経
済
援
助
を
強
く
支
持
し
た
。

し
か
し
一
方
で
、
ジ
ャ
ッ
ド
に
と
っ
て
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
対
外
政
策
は
、
理
解
し
が
た
く
矛
盾
に
満
ち
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
ジ
ャ
ッ
ド
が
抱
い
た
不
満
は
、
下
院
外
交
委
員
会
に
お
け
る
次
の
発
言
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

「
仮
に
、
わ
れ
わ
れ
が
中
国
政
府
に
組
織
化
さ
れ
た
少
数
派
の
共
産
主
義
者
と
の
連
合
を
促
す
こ
と
が
賢
明
な
政
策
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
な
ぜ
中
国
の
共
産
主
義
者
と
同
じ
類
の
ギ
リ
シ
ア
の
武
装
し
た
共
産
主
義
者
と
戦
う
た
め
に
、
ギ
リ
シ
ア
政
府
を
援
助
す
る
こ

と
が
賢
明
な
政
策
な
の
で
あ
ろ
う（
９
）

か
」。

こ
の
ジ
ャ
ッ
ド
の
発
言
の
背
景
に
は
、
中
国
問
題
を
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
問
題
と
同
質
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
彼
の
対
外
認
識
が

あ
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
に
と
っ
て
、
中
国
内
戦
と
は
も
は
や
単
な
る
一
国
内
の
問
題
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
問
題
と
同
様
、
世

界
的
規
模
で
行
わ
れ
る
共
産
勢
力
と
の
対
決
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
、
共
産

勢
力
と
の
対
決
を
鮮
明
に
し
た
以
上
、
ア
メ
リ
カ
が
中
国
内
戦
に
対
す
る
立
場
を
明
確
に
し
て
、
�
政
権
を
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と

は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
、
中
国
内
戦
の
拡
大
を
抑
え
る
と
の
目
的
か
ら
、
中
国
へ
の
武
器
輸
出
す
ら
禁
止
さ

れ
て
い
た
状
況
に
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
そ
う
し
た
事
態
を
改
め
、
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
並
み
の
軍
事
、
経
済
援
助
を
中
国
に
支
給
す

る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
問
題
を
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
問
題
と
同
列
に
論
じ
る
意
見
に
対
し
て
、
国
務
省
政
策
企
画
室
長
と
し
て
当
時
の

ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
形
成
に
大
き
な
影
響
力
を
振
る
っ
た
ケ
ナ
ン
（G

eorge
F

.
K

en
n

an

）
は
強
く
反
対
し
た
。
ケ
ナ
ン
は
、
四

七
年
五
月
、
国
防
戦
略
大
学
の
講
義
で
、「
も
し
ギ
リ
シ
ア
と
ト
ル
コ
の
前
例
に
よ
っ
て
中
国
で
同
様
の
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と

一
瞬
で
も
思
っ
た
ら
」、
現
在
の
政
策
を
あ
き
ら
め
、「
世
界
問
題
に
対
し
て
、
全
く
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い（
１０
）

る
。
こ
の
ケ
ナ
ン
の
発
言
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
中
国
は
、
死
活
的
な
関
心
で
は

論 説
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な
い
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
回
顧
録
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
中
国
情
勢
の
悪
化
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
自
体
、
ア
メ
リ
カ
の
利
害
に
と
っ
て
致
命
的
な
打
撃
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
国
は
強

大
な
工
業
国
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
は
遠
い
将
来
に
も
強
大
な
工
業
国
と
な
る
見
通
し
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
中
国
は
近
い
将
来

に
ア
ジ
ア
大
陸
か
ら
外
を
窺
う
ほ
ど
の
軍
事
大
国
に
な
れ
そ
う
も
な
か
っ
た
。
脅
威
に
値
す
る
ほ
ど
の
陸
海
空
軍
力
を
開
発
す
る
能

力
も
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
」。

そ
し
て
ケ
ナ
ン
は
、「
極
東
に
お
け
る
唯
一
の
、
潜
在
的
な
軍
事
・
産
業
の
大
基
地
」
で
あ
る
日
本
の
復
興
に
力
を
注
ぐ
べ
き
こ
と
を

訴
え
た
の
で
あ（
１１
）

る
。

中
国
政
策
が
再
検
討
さ
れ
る
過
程
で
示
さ
れ
た
こ
の
ケ
ナ
ン
の
路
線
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
政
策
に
強
く
反
映
さ
れ
た
。
一
九
四

七
、
四
八
年
ご
ろ
か
ら
、
日
本
の
占
領
政
策
は
徐
々
に
、
民
主
化
よ
り
も
経
済
復
興
を
優
先
す
る
も
の
へ
と
転
換
さ
れ
る
一
方
、
中
国

に
関
し
て
は
、
完
全
な
共
産
化
を
防
ぐ
た
め
、
�
政
権
に
限
定
的
な
援
助
を
与
え
る
に
と
ど
め
る
と
の
方
針
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

国
務
省
主
導
の
も
と
作
成
さ
れ
た
一
九
四
八
年
の
本
格
的
な
中
国
援
助
計
画
は
、
そ
う
し
た
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
変

化
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
。
中
国
内
戦
へ
の
関
与
を
で
き
る
だ
け
避
け
た
い
と
考
え
た
国
務
省
は
、
中
国
援
助
計
画
に
経
済
的
悪
化

を
食
い
止
め
る
た
め
の
経
済
援
助
の
み
で
、
軍
事
援
助
を
盛
り
込
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
経
済
援
助
に
よ
っ
て
余
裕
の
で

き
た
中
国
の
貿
易
収
支
分
を
軍
需
品
の
調
達
に
回
す
こ
と
は
容
認
し
て
い
た
。
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
国
務
省
の
意
図
は
、
限
定
的
援
助

は
継
続
す
る
も
の
の
、
万
一
、
国
府
軍
が
軍
事
的
敗
北
を
喫
し
た
り
、
�
政
権
が
崩
壊
し
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
が
直
接
的
な
責
任

を
と
ら
さ
れ
る
の
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ（
１２
）

た
。

チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
よ
う
な
中
国
問
題
に
対
す
る
行
政
府
の
消
極
姿
勢
を
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
、

対
中
支
援
に
熱
心
な
ジ
ャ
ッ
ド
や
ボ
リ
ス
（Joh

n
M

.
V

orys,

オ
ハ
イ
オ
州
、
共（
１３
）

和
）
が
委
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
下
院
外
交
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委
員
会
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
中
国
政
策
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
下
院
に
お
い
て
、
一
九
四
八
年
の
中
国
援
助
計
画

は
い
く
つ
か
の
修
正
を
余
儀
無
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
修
正
の
ひ
と
つ
は
、
経
済
援
助
と
と
も
に
、
軍
事
援
助
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
軍
事
援
助
は
ギ
リ
シ

ア
・
ト
ル
コ
援
助
と
同
様
、
政
府
に
よ
る
使
途
の
監
視
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
軍
事
援
助
の
必
要
性
に
関
し
て
、
共
産
主

義
の
脅
威
を
「
徐
々
に
後
退
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
十
分
な
軍
事
援
助
が
な
け
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
の
経
済
援
助
を
与
え
て
も

〔
中
国
の
〕
窮
状
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
」（〔

〕
内
、
高
橋
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
援
助
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
武
器
の

供
給
の
み
な
ら
ず
、
中
国
軍
の
訓
練
と
作
戦
に
も
助
言
を
与
え
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ（
１４
）

る
。

第
二
の
修
正
点
は
、
行
政
府
案
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
を
ア
ジ
ア
の
問
題
に
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
慮
か
ら
、
欧
州
復
興
計

画
と
中
国
援
助
計
画
が
切
り
離
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
下
院
案
で
は
両
計
画
を
一
括
し
て
ひ
と
つ
の
法
案
に
ま
と
め
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
き
ジ
ャ
ッ
ド
は
、「
も
し
ア
ジ
ア
が
ソ
連
に
奪
わ
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
、
両
地
域
の
問
題
の
不
可
分
性
を
強
調
し
た
。
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
復
興
の
た
め
に
は
ア
ジ
ア
の
資

源
が
必
要
な
こ
と
、
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
の
た
め
に
は
、
ソ
連
の
注
意
を
西
と
東
に
分
散
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、

ジ
ャ
ッ
ド
の
考
え
が
あ
っ（
１５
）

た
。

さ
ら
に
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
ア
ジ
ア
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
中
国
の
共
産
化
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
戦

略
的
に
有
利
な
、
中
心
的
地
位
」
を
占
め
て
い
る
中
国
が
、
ひ
と
た
び
ソ
連
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、「
残
り
の
東
ア
ジ
ア
は
、

ほ
と
ん
ど
思
い
の
ま
ま
に
ソ
連
陣
営
の
勢
力
下
に
置
か
れ
る
」
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
も
決
し
て

例
外
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
日
本
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
日
本
で
行
う
す
べ
て
の
こ
と
は
、
中
国
で
起
き
る
こ
と
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。（
中
略
）
日
本
は
満
州
や
中
国
、
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そ
し
て
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
地
域
と
の
ア
ク
セ
ス
な
し
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
原
料
を
持
っ
て
い
な
い
。
日
本
は
い
つ

ま
で
も
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
と
も
戦
前
の
ア
ジ
ア
大
陸
と
の
貿
易
パ
タ
ー
ン
の
多
く
を
復

活
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ア
ジ
ア
大
陸
が
混
乱
し
続
け
た
り
、
鉄
の
カ
ー
テ
ン
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
た

り
す
る
な
ら
ば
、
戦
前
の
貿
易
パ
タ
ー
ン
を
回
復
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」。

ま
さ
に
現
在
の
中
国
は
混
乱
の
中
に
あ
り
、
そ
の
混
乱
の
結
果
、
鉄
の
カ
ー
テ
ン
が
引
か
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
場
合
、

日
本
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
負
担
は
非
常
に
大
き
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、「
わ
れ
わ

れ
は
約
束
を
破
り
、
日
本
人
を
ロ
シ
ア
の
支
配
に
引
き
渡
し
、
西
太
平
洋
を
放
棄
す
る
か
、
そ
れ
と
も
毎
年
日
本
に
何
億
ド
ル
も
の
金

を
注
ぎ
込
み
、
わ
れ
わ
れ
の
兵
士
で
日
本
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
」
な
る
と
述
べ
て
い（
１６
）

る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
運
命
は
中
国
の
行
方
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
ジ
ャ
ッ
ド
に
と
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
中
国
が
ア

ジ
ア
の
中
心
で
あ
り
、
日
本
は
そ
の
中
国
の
周
辺
に
あ
る
ひ
と
つ
の
国
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
時
代
は
少
し
下
る
が
、
一
九
五
一
年
の
あ

る
演
説
に
お
い
て
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
資
源
供
給
地
を
軽
視
し
、「
工
業
力
が
世
界
強
国
を
決
定
す
る
支
配
的
な
要
因
と
す
る
信
念
」
に
基

づ
い
た
政
策
を
批
判
し
て
い（
１７
）

る
。
こ
う
し
て
、
ケ
ナ
ン
が
、
先
進
工
業
地
域
の
確
保
を
最
優
先
事
項
と
考
え
、
東
ア
ジ
ア
で
は
日
本
を

重
視
し
た
の
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
そ
の
工
業
力
を
支
え
る
資
源
供
給
地
が
重
要
と
考
え
、
中
国
を
重
視
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
中
国
の
重
要
性
を
強
調
し
た
が
、
彼
は
中
国
の
み
を
特
別
視
し
て
い
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
ジ
ャ
ッ

ド
は
、
戦
後
の
「
激
し
い
政
治
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
争
」
の
行
方
を
決
め
る
の
は
、
ド
イ
ツ
、
中
東
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
勝

敗
だ
と
考
え
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
人
々
が
「
自
由
へ
の
道
を
進
む
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
」
と
い
う

こ
と
に
、「
最
も
大
き
な
影
響
力
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
、
中
東
、
中
国
を
等
し
く
扱
う
べ
き
で
あ
っ（
１８
）

た
。
そ
の
た

め
彼
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
援
助
や
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
中
国
に
対
し
て
も
同
様
の
援
助
を
行
う
こ
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と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ッ
ド
の
よ
う
に
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
策
を
支
持
す
る
一
方
、
ア
ジ
ア
、
特
に
そ
の
中
国
政
策
に
対
し
て
批
判

を
加
え
る
と
い
う
態
度
は
、
そ
の
他
の
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
メ
ン
バ
ー
に
も
広
く
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ（
１９
）

た
。
し
か
し
、
実
は
、

中
国
政
策
に
関
し
て
も
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
と
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
、
そ
れ
ぞ
れ
が
目
指
す
政
策
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
開
き
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
と
り
得
る
中
国
政
策
の
幅
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
中
国
白
書
』
に
よ
る
と
、
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
が
と
り
得
る
論
理
的
に
可
能
な
道
は
三
つ
存
在
し
た
。

ひ
と
つ
は
、
全
面
的
な
撤
退
、
二
つ
目
は
、
軍
事
的
大
干
渉
、
そ
し
て
三
つ
目
は
、
国
民
党
が
中
国
の
で
き
る
だ
け
広
い
範
囲
に
わ
た

っ
て
権
威
を
主
張
す
る
の
を
援
助
し
な
が
ら
、
国
共
両
勢
力
の
間
に
妥
協
を
進
め
て
内
戦
を
避
け
る
よ
う
努
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
選
択
肢
の
う
ち
、
第
一
の
道
は
、
国
際
的
責
任
と
中
国
に
対
す
る
伝
統
的
な
友
好
政
策
の
放
棄
を
意
味
し
た
し
、
第
二

の
道
は
、
復
員
と
常
態
へ
の
復
帰
を
願
う
ア
メ
リ
カ
国
民
の
感
情
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
、
マ
ー
シ

ャ
ル
に
よ
る
国
共
調
停
工
作
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
三
の
道
を
選
択
し
た
の
で
あ（
２０
）

る
。

一
方
、
中
国
へ
の
積
極
的
関
与
を
訴
え
た
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
も
、『
中
国
白
書
』
に
あ
る
第
三
の
路
線
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
る

政
策
を
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
中
国
に
お
け
る
共
産
勢
力
を
排
除
で
き
る

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
し
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
大
規
模
な
投
入
を
求
め
た
わ
け
で
も
な
か
っ（
２１
）

た
。
そ
う
し
た
ジ
ャ
ッ
ド
の
姿
勢
に
は
世

論
に
対
す
る
配
慮
に
加
え
て
、
中
国
内
戦
へ
の
ア
メ
リ
カ
軍
の
介
入
が
、
人
種
間
の
戦
争
に
発
展
す
る
こ
と
へ
の
恐
れ
も
あ
っ
た
。
ジ

ャ
ッ
ド
は
、
の
ち
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、「
私
は
、
中
国
大
陸
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
大
陸
に
お
い
て
、
有
色
人
種
に

対
し
て
白
人
兵
士
を
使
う
こ
と
に
常
に
反
対
し
て
き
た
」
と
述
べ
て
い（
２２
）

る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
中
国
援
助
法
を
め
ぐ
る
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
と
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
対
立
は
、
援
助
の
規
模
や
直
接
の
軍
事
援
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助
を
含
め
る
か
否
か
と
い
う
範
囲
の
も
の
で
あ
っ（
２３
）

た
。
し
か
し
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
抑
制
さ
れ
た
と
も
言
え
る
援
助
拡
大
論
に

す
ら
反
対
が
強
か
っ
た
。
激
し
い
議
論
の
末
成
立
し
た
授
権
法
は
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
要
求
が
一
部
認
め
ら
れ
、
中
国
援
助
計

画
が
欧
州
復
興
計
画
と
一
括
さ
れ
た
。
ま
た
、
中
国
政
府
が
自
由
に
使
途
を
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
贈
与
と
い
う
形
で
は
あ
っ
た
も
の

の
、
中
国
へ
の
実
質
的
な
軍
事
援
助
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
軍
事
援
助
を
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
に
対
す
る
の
と
同
様
に
扱

う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
が
直
接
的
な
責
任
を
負
わ
ず
、
�
政
権
に
対
し
て
限
定
的
援
助
を
与
え
る

と
す
る
行
政
府
側
の
政
策
が
貫
か
れ
た
こ
と
を
意
味
し（
２４
）

た
。

そ
の
よ
う
な
中
国
援
助
法
に
よ
っ
て
国
民
政
府
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
四
八
年
秋
、
中
国
で
は
、
の
ち
に
中
共
軍

の
勝
利
を
決
定
的
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
三
大
戦
役
（
遼
瀋
戦
役
、
淮
海
戦
役
、
平
津
戦
役
）
が
開
始
さ
れ
、
国
府
軍
は
敗

北
を
重
ね
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
ま
す
ま
す
中
国
の
共
産
化
の
危
機
が
高
ま
る
中
で
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
新
た
な
中
国
援
助

を
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
も
は
や
�
政
権
の
崩
壊
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
る
中
で
、
そ
の
劣
勢
を
挽
回
さ
せ
る
た
め
の

援
助
を
引
き
出
す
こ
と
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
、
ア
チ
ソ
ン
（D

ean
G

.
A

ch
eson

）
国
務
長
官
は
、
�
へ
の
支
援
を

求
め
る
ジ
ャ
ッ
ド
も
含
め
た
約
三
〇
人
の
下
院
議
員
と
の
会
合
で
、
中
国
の
「
混
乱
が
お
さ
ま
る
ま
で
待
つ
」
と
述
べ
て
い（
２５
）

る
。

そ
の
こ
ろ
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
内
で
は
、
す
で
に
中
国
共
産
化
を
前
提
に
し
た
新
し
い
政
策
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
ケ
ナ

ン
が
強
く
推
進
し
た
の
が
、
中
ソ
離
間
策
、
い
わ
ゆ
る
中
国
「
チ
ト
ー
化
」
政
策
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
三
月
、
そ
の
政
策
を
正
式
に

採
用
し
た
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
、
中
ソ
間
の
い
か
な
る
亀
裂
を
も
政
治
的
、
経
済
的
手
段
で
利
用
す
る
こ
と
を
目
指
す
一
方
、
�
へ
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
努
め（
２６
）

た
。
そ
う
し
た
姿
勢
は
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
に
中
華
人
民
共
和
国
が
建
国
さ
れ

る
と
、
よ
り
鮮
明
な
も
の
と
な
る
。
一
九
五
〇
年
一
月
五
日
に
、
大
統
領
は
声
明
を
発
表
し
、
�
の
逃
れ
た
台
湾
に
お
い
て
、
現
時
点

で
特
殊
権
利
や
軍
事
基
地
を
得
る
意
図
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
中
国
内
戦
に
干
渉
す
る
意
図
も
な
い
こ
と
を
断
言
し（
２７
）

た
。
ま
た
一
月
一
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二
日
に
は
、
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
レ
ス
・
ク
ラ
ブ
で
演
説
を
行
い
、
共
産
勢
力
の
脅
威
に
対
処
す
る
た
め
、
ア
リ

ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
か
ら
日
本
、
琉
球
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
へ
伸
び
る
防
衛
前
線
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
台
湾
は

こ
の
線
の
外
に
取
り
残
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
演
説
は
、
中
国
の
民
族
主
義
を
強
調
し
て
お
り
、
中
ソ
離
間
へ
の
期
待
を
色
濃
く
滲
ま

せ
て
い（
２８
）

た
。

チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
中
ソ
離
間
に
期
待
を
抱
く
こ
と
に
強
く
反
対
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
中
ソ
離
間
策
は
成
功
の
見
込
み
が
あ

る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
�
介
石
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
支
持
を
減
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
し
、
た
と
え
中
ソ
離
間
が
現
実

の
も
の
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
共
産
中
国
が
共
産
主
義
国
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
共
産
勢
力
の
一
枚
岩

的
性
質
を
信
じ
る
者
に
と
っ
て
は
、
中
ソ
離
間
策
と
は
、
達
成
不
可
能
な
目
標
を
追
求
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
台
湾
の
国
民
政
府
を
犠

牲
に
す
る
政
策
に
他
な
ら
な
か
っ（
２９
）

た
。

ジ
ャ
ッ
ド
も
チ
ト
ー
主
義
に
反
対
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
他
の
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
少
々

異
な
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
中
ソ
分
断
が
現
実
化
し
た
場
合
、
共
産
中
国
は
「
ア
ジ
ア
人
の
た
め
の
ア
ジ
ア
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
」、「
恵
ま
れ
な
い
階
級
か
ら
恵
ま
れ
な
い
国
家
へ
と
焦
点
を
移
動
さ
せ
」、「
国
際
社
会
で
『
持
て
る
国
』
と
『
持

た
ざ
る
国
』
と
の
紛
争
を
復
活
さ
せ
る
」
と
考
え
た
の
で
あ（
３０
）

る
。
こ
こ
で
ジ
ャ
ッ
ド
が
恐
れ
た
の
は
、
中
国
が
第
三
世
界
で
高
ま
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
利
用
し
、
白
人
対
有
色
人
種
と
い
う
人
種
間
闘
争
の
装
い
で
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
対
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
危
惧
を
抱
く
ジ
ャ
ッ
ド
に
と
っ
て
、
共
産
化
さ
れ
た
中
国
が
ソ
連
の
影
響
力
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
も
ま
た
大
き
な
問
題
で

あ
っ
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
が
考
え
る
よ
う
に
中
ソ
の
分
断
を
実
現
さ
せ
れ
ば
済
む
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
中
ソ
離
間
策
に
替
わ
り
得
る
政
策
と
し
て
、
タ
フ
ト
上
院
議
員
（R

obert
A

.
T

aft,

オ
ハ
イ
オ

州
、
共
和
）
や
元
大
統
領
フ
ー
バ
ー
（H

erbert
C

.
H

oover

）
か
ら
、
台
湾
防
衛
の
た
め
ア
メ
リ
カ
海
軍
を
投
入
す
る
こ
と
を
求
め
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る
意
見
が
出
さ
れ
た
。
チ
ト
ー
主
義
の
追
求
に
反
対
し
、
�
へ
の
支
援
を
説
い
て
い
た
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ

カ
軍
介
入
の
問
題
に
対
す
る
彼
ら
の
態
度
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
強
い
世
論
の
反
発
を
受
け
る
こ

と
も
覚
悟
し
て
、
戦
争
の
危
機
を
招
き
か
ね
な
い
タ
フ
ト
や
フ
ー
バ
ー
の
提
唱
す
る
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
も
、
タ
フ
ト
ら
の
意
見
に
反
対
し
、
台
湾
へ
の
軍
事
顧
問
団
派
遣
だ
け
を
求
め
て
い（
３１
）

る
。

こ
の
よ
う
に
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
チ
ト
ー
主
義
の
追
求
も
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
投
入
も
拒
否
し
た
も
の
の
、
彼
ら
が
そ
れ
ら
に

替
わ
る
政
策
案
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
中
国
政
策
に
不
満
を
募
ら
せ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
チ

ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
行
政
府
提
案
に
よ
る
朝
鮮
へ
の
経
済
援
助
法
案
に
反
対
し
た
。
ボ
リ
ス
下
院
議
員
は
、
そ
の
反
対
の
理
由
を
、

ア
ジ
ア
に
対
す
る
健
全
な
政
策
が
欠
け
て
い
る
と
き
に
、
朝
鮮
に
経
済
援
助
を
行
う
こ
と
は
、「
ど
ぶ
」
に
金
を
捨
て
る
よ
う
な
も
の

だ
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
冷
静
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
中
国
問
題
と
朝
鮮
へ
の
経
済
援
助

の
問
題
を
安
易
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
し
か
し
、
ボ
リ
ス
の
主
導
し
た
こ
の
動
き
に
よ
っ
て
、
下
院
は
わ
ず
か
一
票
差
な

が
ら
も
、
朝
鮮
援
助
法
案
を
否
決
し
て
し
ま（
３２
）

う
。

さ
ら
に
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
、
中
国
問
題
に
対
す
る
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
苛
立
ち
は
、「
赤
狩
り
」
へ
と
彼
ら
を
駆

り
立
て
た
。
そ
れ
は
、
ジ
ャ
ッ
ド
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
中
国
大
陸
を
共
産
勢
力
に
奪
わ
れ
た
責
任
を
政
府
内
部
、
特
に

国
務
省
内
の
容
共
分
子
に
求
め
よ
う
と
し
た
。
実
は
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
政
府
内
共
産
主
義
者
の
存
在
へ
の
疑
念
を
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
上

院
議
員
（Joseph

M
cC

arth
y,

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
、
共
和
）
が
活
動
を
始
め
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、

一
九
四
七
年
、
下
院
外
交
委
員
会
の
公
聴
会
に
お
い
て
、
国
務
省
内
の
「
赤
い
細
胞
」
の
存
在
を
指
摘
し
て
い（
３３
）

る
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
そ

の
こ
ろ
か
ら
自
ら
の
主
張
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
理
由
を
、
政
府
内
の
裏
切
り
者
の
存
在
に
求
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
彼
は
マ
ッ
カ
ー

シ
ー
の
や
り
方
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
よ
う
に
確
か
な
証
拠
も
な
い
ま
ま
に
、
具
体
的
な
人
数
に

アメリカの対中政策とチャイナ・ロビーの誕生（二・完）
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ま
で
言
及
し
て
政
府
内
の
容
共
分
子
の
存
在
を
指
摘
す
る
と
、
政
府
側
の
反
論
が
容
易
に
な
り
、
政
府
内
共
産
主
義
者
問
題
の
追
及
が

か
え
っ
て
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
と
危
惧
し
た
の
で
あ（
３４
）

る
。
し
か
し
、
た
と
え
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
と
し
て
も
、

ジ
ャ
ッ
ド
が
「
赤
狩
り
」
に
加
担
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ジ
ャ
ッ
ド
の
評
価
を
著
し
く
低
く
し
て
い
る
ひ
と
つ
の

要
因
と
な
っ
て
い
る
。

政
府
内
共
産
主
義
者
問
題
で
ワ
シ
ン
ト
ン
が
沸
き
立
っ
て
い
た
こ
ろ
、
再
び
ア
メ
リ
カ
が
中
国
内
戦
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
る
事
態

が
発
生
し
た
。
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
六
月
二
七
日
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
朝
鮮
半
島
の
戦
火
が
台
湾
海
峡
に
飛
び
火

す
る
こ
と
を
恐
れ
、
台
湾
海
峡
に
第
七
艦
隊
の
派
遣
を
命
じ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
第
七
艦
隊
派
遣
は
、
中
共
の
台
湾
攻
撃
と
、
台
湾

か
ら
の
大
陸
攻
撃
双
方
を
阻
止
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
だ
と
述
べ
て
、
中
立
性
を
保
と
う
と
し
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
戦
争
へ
の
中
共

の
介
入
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
中
国
内
戦
で
中
立
を
保
つ
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ（
３５
）

た
。

チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
に
よ
る
第
七
艦
隊
の
台
湾
海
峡
派
遣
を
高
く
評
価
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
措
置
に
よ

り
、
台
湾
防
衛
と
い
う
彼
ら
の
願
い
が
達
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
朝
鮮
戦
争
を
招
い

た
責
任
を
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
消
極
的
な
ア
ジ
ア
政
策
に
帰
す
議
論
を
展
開
し
た
。
そ
う
し
た
政
府
批
判
は
、
朝
鮮
半
島
で
米
中
両

国
が
戦
火
を
交
え
、
し
か
も
ア
メ
リ
カ
軍
が
屈
辱
的
な
敗
走
を
余
儀
無
く
さ
れ
る
と
、
ま
す
ま
す
勢
い
づ
き
、
激
し
さ
を
増
し
て
い
っ

（
３６
）

た
。ジ

ャ
ッ
ド
も
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
ア
ジ
ア
政
策
の
失
敗
を
批
判
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ジ
ャ
ッ
ド
の
目
指
す
ア
ジ
ア
政
策

は
、
中
国
周
辺
部
か
ら
共
産
勢
力
を
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
ト
ル
ー
マ
ン
の
政
策
と
共
通
点
を
有
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
五

一
年
三
月
、
議
会
で
ジ
ャ
ッ
ド
は
、「
今
日
、
世
界
の
勢
力
均
衡
を
左
右
す
る
の
は
中
国
の
周
辺
部
に
住
む
七
億
の
人
々
で
あ
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
し
、
同
年
二
月
の
シ
カ
ゴ
で
の
演
説
で
は
、「
い
ま
だ
自
由
な
ア
ジ
ア
地
域
、
特
に
日
本
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
強
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化
し
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
て
い（
３７
）

る
。

ま
た
こ
の
時
期
の
ジ
ャ
ッ
ド
の
発
言
に
は
、
日
本
に
対
す
る
認
識
の
高
ま
り
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
五
〇
年
九
月
、

移
民
帰
化
法
改
正
の
審
議
に
お
い
て
、
日
本
を
「
ア
ジ
ア
で
最
も
す
ば
ら
し
い
工
業
を
持
っ
て
い
る
」
国
と
評
価
し
た
。
そ
し
て
「
も

し
人
的
資
源
を
持
っ
た
ソ
連
と
、
人
的
資
源
と
膨
大
な
天
然
資
源
を
持
っ
た
共
産
中
国
が
日
本
の
工
業
を
手
に
入
れ
た
な
ら
ば
、
彼
ら

は
生
存
を
か
け
た
戦
い
で
、
わ
れ
わ
れ
に
ひ
ど
く
不
利
に
働
く
も
の
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
日
本
人
へ
の

差
別
規
定
の
残
っ
て
い
た
移
民
帰
化
法
を
改
正
し
、
日
本
を
西
側
陣
営
に
確
保
す
る
重
要
性
を
強
調
し（
３８
）

た
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ッ
ド
の

日
本
に
関
す
る
発
言
は
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
親
米
中
国
実
現
の
見
込
み
が
失
わ
れ
る
中
で
、
日
本
の
価
値
が
見
直
さ
れ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
ジ
ャ
ッ
ド
が
推
進
し
た
移
民
帰
化
法
の
改
正
は
、
一
九
五
二
年
に
実
現
し
た
。
全
米
日
系
市
民
協
会（Japan

ese
A

m
erican

C
itizen

s
L

eagu
e

）
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
そ
の
改
正
に
尽
力
し
た
ト
マ
ス
・
タ
ケ
シ
タ
（T

h
om

as
K

.
T

akesh
ita

）
は
、
自
ら

の
著
書
の
中
で
ジ
ャ
ッ
ド
を
、「
正
義
の
闘
士
」
と
呼
ん
で
そ
の
活
躍
を
称
え
て
い（
３９
）

る
。

ジ
ャ
ッ
ド
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
移
民
帰
化
法
の
改
正
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
ろ
、
朝
鮮
半
島
で
は
な
お
激
し
い
戦
い
が
行
わ
れ
て
い
た
。

ジ
ャ
ッ
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
陸
軍
が
有
色
人
種
と
直
接
的
な
戦
闘
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
か
ね
な
い
政
治
的
損
失
に
懸
念
を
示
し
な

が
ら
も
、
朝
鮮
半
島
で
の
共
産
勢
力
と
の
戦
争
に
お
い
て
、
積
極
的
な
力
の
行
使
を
求
め
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
共
産
側
と
の

間
に
一
旦
戦
端
が
開
か
れ
た
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
断
固
た
る
意
志
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
紛
争
を
抑
止
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
休
戦
交
渉
が
行
わ
れ
る
直
前
に
開
か
れ
た
五
一
年
七
月
三
日
の
下
院
外
交
委
員
会
に
お
い
て
も
、

「
わ
れ
わ
れ
は
最
低
で
も
、
北
朝
鮮
軍
の
降
伏
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い（
４０
）

る
。

一
方
、
戦
争
の
拡
大
を
避
け
た
い
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
、
�
か
ら
の
軍
隊
派
遣
の
申
し
出
を
断
り
、
一
時
は
目
指
し
た「
北
進
統
一
」
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路
線
も
放
棄
し
て
、
五
一
年
七
月
、
休
戦
交
渉
を
開
始
し
た
。
五
一
年
四
月
の
、
国
民
政
府
支
持
派
で
ア
ジ
ア
重
視
を
唱
え
る
、
戦
争

拡
大
論
者
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
（D

ou
glas

M
acA

rth
u

r

）
司
令
官
の
解
任
は
、
戦
火
の
拡
大
を
望
ま
な
い
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
路
線
を

象
徴
的
に
示
す
出
来
事
で
あ
っ（
４１
）

た
。
こ
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
解
任
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
強
く
反
発
し
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
の
ち
に
ト
ル

ー
マ
ン
の
そ
の
決
定
を
、
歴
史
上
最
も
大
き
な
過
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
て
い（
４２
）

る
。

ジ
ャ
ッ
ド
に
と
っ
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
ア
ジ
ア
政
策
は
、
や
は
り
消
極
的
で
支
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
朝

鮮
戦
争
の
最
中
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
に
対
す
る
激
し
い
批
判
を
展
開
す
る
一
方
、
一
九
五
二
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D

w
igh

t
D

.
E

isen
h

ow
er

）
を
熱
烈
に
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
六
八
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
五

二
年
の
大
統
領
選
挙
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
を
支
持
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ッ
ド
と
ア
イ
ゼ
ン

ハ
ワ
ー
の
思
想
が
一
致
し
て
お
り
、
か
つ
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
な
ら
ば
選
挙
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
こ
の
選
挙
で
親
友
で
も
あ
り
尊
敬
も
し
て
い
た
と
い
う
タ
フ
ト
を
支
持
し
な
か
っ
た
。
彼
は

決
し
て
口
に
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
積
極
的
な
ア
メ
リ
カ
の
対
外
関
与
の
必
要
性
を
訴
え
て
き
た
ジ
ャ
ッ
ド
に
と
っ
て
は
、

孤
立
主
義
的
言
動
の
目
立
つ
タ
フ
ト
よ
り
も
、
軍
人
と
し
て
世
界
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
に
対
す
る
期
待
の
方

が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ（
４３
）

う
。

五

結

論

ト
ル
ー
マ
ン
が
政
権
を
担
っ
た
時
期
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
世
界
の
旧
秩
序
が
崩
壊
し
、
新
し
い
秩
序
が
模
索
、
形
成
さ
れ

た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
圧
倒
的
な
国
力
を
有
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
の
秩
序
建
設
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
策
に
つ
い
て
は
広
範
な
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
ア
ジ

論 説
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ア
政
策
で
は
、
大
き
く
意
見
が
分
裂
し
、
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
論
争
の
中
心
的
な
争
点
は
、
中
国
政
策
に
あ
っ
た
。
中
国
は
、
広
大
な
国
土
と
巨
大
な
人
口
を
有
し
、
そ
の
潜
在
力
に
は
計
り

知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
日
本
と
の
戦
争
や
国
共
内
戦
に
よ
り
、
国
土
は
極
度
に
疲
弊
し
、
国
家
の
統
一
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況

に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
国
を
ア
メ
リ
カ
は
戦
略
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
。
そ
の
問
い
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
東
ア

ジ
ア
政
策
、
そ
し
て
世
界
戦
略
に
も
関
わ
る
大
き
な
問
い
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
注
目
し
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
の
中
心
人
物
と
し
て
、
そ
の
中
国
政
策
論
争
に
関
わ
り
続
け

た
。
当
初
、
日
本
の
侵
略
か
ら
中
国
を
救
済
す
る
こ
と
を
訴
え
る
ジ
ャ
ッ
ド
の
主
張
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
と
し
て
、
約
一
〇
年

間
滞
在
し
た
中
国
に
対
す
る
感
情
的
思
い
入
れ
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
戦
後
の
新
し
い
秩
序
が

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
戦
略
的
見
地
か
ら
、
親
米
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
構
築
を
訴
え
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
地
理
的
に
ア
ジ
ア
の
中
心
を
占
め
る
巨
大
な
中
国
が
、
大
き
な
市
場
と
太
平
洋
方
面
の
安
全
の
要
と

な
る
と
い
う
中
国
観
と
と
も
に
、「
有
色
人
種
の
中
で
最
大
、
最
強
の
中
国
人
」
の
友
好
を
勝
ち
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
種
戦
争
の

勃
発
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
大
国
中
国
の
動
向
が
、
ア
ジ
ア
全
体
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と

考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
が
共
産
化
す
れ
ば
ア
ジ
ア
全
体
が
共
産
化
し
、
ア
ジ
ア
の
資
源
に
大
き
く
依
存
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の

戦
後
復
興
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
共
産
化
は
、
東
方
の
安
全
を
保
障
さ
れ
た
ソ
連
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
に
注
意
を

集
中
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

こ
う
し
て
中
国
の
戦
略
的
重
要
性
を
重
視
し
た
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
中
国
が
ア
メ
リ
カ
の
敵
対
国
と
な
っ
た
り
、
外
国
勢
力
の
支
配
下
に

置
か
れ
る
と
い
っ
た
事
態
に
な
る
こ
と
を
、
何
と
し
て
も
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
従
っ
て
、
日
本
の
中
国
侵
略
や
中
国
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の
共
産
化
を
防
ぐ
こ
と
を
強
く
訴
え
、
ア
メ
リ
カ
が
「
強
力
で
、
独
立
し
た
友
好
国
中
国
」
の
建
設
に
積
極
的
に
関
わ
る
べ
き
こ
と
を

主
張
し
た
の
で
あ
る
。

中
国
を
ア
ジ
ア
の
最
重
要
国
家
と
位
置
づ
け
る
ジ
ャ
ッ
ド
の
認
識
は
、
他
の
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
、
ト
ル
ー
マ
ン
両
政
権
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
両
政
権
は
親
米
中
国
を
基
軸
と
し
た
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
構
築

を
追
求
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
中
国
に
、
ア
メ
リ
カ
が
期
待
し
た
大
き
な
国
際
的
責
任
を
担
う
能
力
は
な
か
っ
た
。
期
待
と
現
実
の

大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
に
失
望
し
た
両
大
統
領
は
、
次
第
に
中
国
大
国
化
政
策
か
ら
手
を
引
い
て
い
く
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
ト
ル
ー
マ

ン
政
権
に
よ
っ
て
、
近
代
工
業
発
展
の
基
盤
を
持
つ
日
本
を
基
軸
と
す
る
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
構
築
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。そ

の
よ
う
な
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
政
策
は
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
が
理
想
と
し
た
対
外
政
策
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
特
に
、

中
国
の
戦
略
的
価
値
を
高
く
評
価
し
た
ジ
ャ
ッ
ド
に
と
っ
て
、
日
本
は
あ
く
ま
で
も
中
国
の
周
辺
部
に
位
置
す
る
ひ
と
つ
の
国
家
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
先
進
工
業
地
域
よ
り
も
、
そ
れ
を
支
え
る
資
源
供
給
地
の
重
要
性
の
方
を
よ
り
高
く
評
価
し
て
い
た
ジ
ャ
ッ

ド
は
、
あ
く
ま
で
も
中
国
を
中
心
に
据
え
た
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
構
築
を
目
指
す
べ
き
だ
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
と
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
の
間
に
生
じ
た
意
見
の
相
違
は
、
中
国
援
助
を
め
ぐ
る
激
し
い
論
争
を
引
き

起
こ
し
た
。
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
は
そ
の
論
争
に
お
い
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
消
極
的
な
中
国
政
策
を
厳
し
く
批
判
し
、
大
規
模
な
中
国

援
助
を
求
め
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
親
米
中
国
を
中
心
に
据
え
た
ジ
ャ
ッ
ド
の
東
ア

ジ
ア
秩
序
構
想
も
、
中
国
大
国
化
政
策
を
放
棄
し
た
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
中
国
の
共
産
化

と
い
う
情
勢
の
大
変
化
は
、
ジ
ャ
ッ
ド
が
抱
い
た
構
想
の
実
現
を
全
く
困
難
な
も
の
に
し
た
。
そ
の
た
め
、
結
局
ジ
ャ
ッ
ド
も
、
中
国

周
辺
部
か
ら
共
産
勢
力
の
封
じ
込
め
を
図
る
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
政
策
を
、
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ッ
ド
の
構
想
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
完
全
な
破
綻
と
い
う
結
末
を
迎
え
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
自
ら
の
構
想
が

そ
の
よ
う
な
結
果
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
政
府
内
の
容
共
分
子
の
裏
切
り
に
よ
る
も
の
と
考
え
、「
赤
狩
り
」
に
参
加
し
た
。
し
か
し
、

ジ
ャ
ッ
ド
の
主
張
が
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
裏
切
り
の
た
め
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ッ
ド
の
主
張

自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ド
の
中
国
観
そ
の
も
の
の
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
中
国
を
ア
ジ
ア
の
大
国

と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
当
時
の
中
国
は
あ
く
ま
で
も
「
潜
在
的
」
な
大
国
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
中
国
の
持
つ
広
大
な
国
土
や
巨
大
な

人
口
は
、
パ
ワ
ー
の
源
で
は
あ
っ
て
も
、
パ
ワ
ー
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
要
素
が
中
国
の
近
代
化
を
妨
げ
て

い
た
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
ジ
ャ
ッ
ド
が
言
う
よ
う
に
中
国
を
ア
ジ
ア
の
大
国
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
し
て
も
、
い
か
に
し
て
ア
メ
リ
カ
に
友
好
的
な
中

国
を
現
出
さ
せ
る
の
か
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
介
入
も
、
中
ソ
離
間
策
も
拒
否
し
た
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
明
確
な
答
え
を
出

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ド
が
軍
事
力
の
使
用
に
慎
重
で
あ
っ
た
背
景
に
は
、
世
論
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
と
す
る
判
断
と

と
も
に
、
共
産
主
義
は
必
ず
滅
び
る
と
い
う
楽
観
的
な
認
識
や
、
東
洋
人
と
の
戦
い
が
人
種
戦
争
に
発
展
し
か
ね
な
い
と
す
る
懸
念
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
軍
事
力
は
�
介
石
を
支
え
る
効
果
的
な
手
段
で
あ
っ
た
し
、
長
期
的
に
は
と
も
か
く
短
期
的
に

は
、
中
国
の
共
産
化
を
防
ぐ
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
、
中
国
が
戦
略
的
に
重
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
差
異
を
捨
象
し
て
、
中
国
共
産
政
権
と
の
関
係
を
構
築
す
る

と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
が
追
求
し
た
中
ソ
離
間
策
は
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
国
共
産
政
権
に
強
い
不
信
の
念
を
持
つ
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
そ
の
選
択
肢
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ジ
ャ
ッ
ド
の
議
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
中
国
の
重
要
性
を
唱
え
る
だ
け
の
無
責
任
な
主
張
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ジ
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ャ
ッ
ド
の
中
国
大
国
化
構
想
は
、
単
な
る
幻
想
、
あ
る
い
は
夢
物
語
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
て
も
し
か
た
な
い
も
の
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
ト
ル
ー
マ
ン
も
そ
の
構
想
を
一
度
は
追
求
し
た
し
、
現
実
に
そ
の
構
想
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で

一
定
の
支
持
を
得
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
世
論
に
支
え
ら
れ
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
戦
後
世
界
構
想
が
、
中
国
の
国
連
安
保
理
常

任
理
事
国
入
り
を
可
能
に
し
た
こ
と
は
、
戦
後
の
国
際
政
治
の
中
で
、
小
さ
く
な
い
意
義
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
チ

ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
の
議
論
に
代
表
さ
れ
る
中
国
重
視
論
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
一
主
義
へ
と
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
、
ア
ジ
ア

方
面
へ
の
関
心
を
支
え
る
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
彼
ら
の
活
動
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
へ
の
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
は
、
ジ
ャ
ッ
ド
の
抱
い
た
構
想
の
破
綻
が
明
ら
か
と
な
る
中
で
、
日
本
に
有
利
な
国
際
環
境
の
出
現
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
。

本
稿
で
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
期
の
ジ
ャ
ッ
ド
の
活
動
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
が
、
彼
は
そ
の
後
も
積
極
的
に
中
国

問
題
に
関
わ
り
続
け
た
。
一
九
五
三
年
、
ジ
ャ
ッ
ド
は
、「
中
国
共
産
党
の
国
連
加
盟
に
反
対
す
る
百
万
人
署
名
の
た
め
の
委
員
会
」

（T
h

e
C

om
m

ittee
for

O
n

e
M

illion
A

gain
st

th
e

A
dm

ission
of

C
om

m
u

n
ist

C
h

in
a,

以
下
、
百
万
人
委
員
会
と
記
す
）
と

い
う
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
の
団
体
の
中
で
は
最
大
規
模
の
団
体
を
創
設
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
と
し
て
立
ち
上
げ（
４４
）

た
。
そ
し
て
、
中
国

共
産
政
権
に
対
し
て
強
硬
政
策
を
と
る
よ
う
政
府
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
〇
年
代
、
百
万
人
委
員
会
は
、
連
邦
議
会
に
も
多
く
の
支
持
者
を
持
つ
な
ど
、
そ
の
活
動
は
順
調
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
六

〇
年
代
に
な
る
と
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
嵐
も
遠
く
に
過
ぎ
去
り
、
朝
鮮
戦
争
の
記
憶
も
薄
れ
る
中
、
北
京
と
の
関
係
拡
大
を
求
め
る

議
論
が
公
然
と
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
世
論
の
変
化
の
中
で
、
百
万
人
委
員
会
は
急
速
に
そ
の
支
持
者
を
減
ら

し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
遂
に
、
一
九
七
二
年
二
月
、
反
共
の
闘
士
と
し
て
鳴
ら
し
た
ニ
ク
ソ
ン
（R

ich
ard

M
.

N
ixon

）
大
統
領
は
、

論 説
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そ
れ
ま
で
の
対
中
政
策
を
劇
的
に
転
換
さ
せ
、
自
ら
中
国
を
訪
問
し
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
は
一
九
六
二
年
の
選
挙
に
敗
れ
て
以
来
、

下
院
議
員
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
い
た
が
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
以
降
の
政
策
転
換
の
流
れ
を
何
と
か
押
し
留
め
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て

連
邦
議
会
議
員
数
人
と
と
も
に
、「
自
由
中
国
の
た
め
の
委
員
会
」（T

h
e

C
om

m
ittee

for
a

F
ree

C
h

in
a

）
を
結
成
し
て
、
台
湾
支

持
の
姿
勢
を
貫
い
た
の
で
あ（
４５
）

る
。
そ
の
後
ジ
ャ
ッ
ド
は
、
共
産
主
義
陣
営
の
大
き
な
変
化
を
見
届
け
た
あ
と
、
一
九
九
四
年
に
そ
の
長

い
一
生
（
九
六
歳
）
を
終
え
た
。

（
１
）

ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
中
国
政
策
に
つ
い
て
は
、
菅
『
米
ソ
冷
戦
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
政
策
』、E

rn
est

R
.

M
ay,

T
h

e
T

ru
m

an

A
d

m
in

istration
an

d
C

h
in

a,
1945- 1949

(N
ew

Y
ork

:
J.B

.
L

ippin
cott

C
om

pan
y,

1975);
M

elvyn
P

.
L

effler,
A

P
repon

d
eran

ce
of

P
ow

er
:

N
ation

al
S

ecu
rity,

th
e

T
ru

m
an

A
d

m
in

istration
,

an
d

th
e

C
old

W
ar

(S
tan

ford
:

S
tan

ford

U
n

iversity
P

ress,1992)

な
ど
を
参
照
。

（
２
）

C
on

gression
alR

ecord
,79

th
C

on
g.,1

stsess.,1945,V
ol.91,pt.8

:
p.10204,p.10863.

（
３
）

D
epartm

en
t

ofS
tate,U

n
ited

S
tates

R
elation

s
W

ith
C

h
in

a
(S

tan
ford

:
S

tan
ford

U
n

iversity
P

ress,1967),pp.607-
609.

以
下
、C

h
in

a
W

h
ite

P
aper

と
記
す
。

（
４
）

Jespersen
,A

m
erican

Im
ages

ofC
h

in
a

,p.138
;

H
.B

radford
W

esterfield,F
oreign

P
olicy

an
d

P
arty

P
olitics

:
P

earl

H
arbor

to
K

orea
(N

ew
H

aven
:

Y
ale

U
n

iversity
P

ress,1955),p.247
;

F
etzer,“C

on
gress

an
d

C
h

in
a,”

pp.66- 67.

（
５
）

ハ
リ
ー
・
Ｓ
・
ト
ル
ー
マ
ン
／
堀
江
芳
孝
訳
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
』
第
二
巻
（
恒
文
社
、
一
九
九
二
年
）
七
三
頁
。

（
６
）

チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
、
�
介
石
を
熱
心
に
支
持
す
る
連
邦
議
会
議
員
の
単
な
る
総
称
で
あ
っ
て
、
組
織
化
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
言
及
さ
れ
る
議
員
は
、
論
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ォ
ス
タ

ー
・
ダ
レ
ス
は
、
ノ
ー
ラ
ン
ド
上
院
議
員
（W

illiam
F

.
K

n
ow

lan
d,

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
共
和
）、
ブ
リ
ッ
ジ
ズ
上
院
議
員
（S

tyles

H
.

B
ridges,

ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
共
和
）、
マ
ッ
カ
ラ
ン
上
院
議
員
（P

at
A

.
M

cC
arran

,

ネ
バ
ダ
州
、
民
主
）、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン

上
院
議
員
（H

om
er

F
ergu

son
,

ミ
シ
ガ
ン
州
、
共
和
）、
ウ
ェ
リ
ー
上
院
議
員
（K

en
n

eth
S

.
W

h
erry,

ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
、
共
和
）、
ジ

アメリカの対中政策とチャイナ・ロビーの誕生（二・完）
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ェ
ン
ナ
ー
上
院
議
員
（W

illiam
E

.
Jen

n
er,

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、
共
和
）、
ウ
ィ
リ
ー
上
院
議
員
（A

lexan
der

W
iley,

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ

ン
州
、
共
和
）、
バ
ト
ラ
ー
上
院
議
員
（Joh

n
M

.B
u

tler,

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
、
共
和
）、
ジ
ャ
ッ
ド
下
院
議
員
、
ボ
リ
ス
下
院
議
員
を
挙
げ

て
い
る
（D

u
lles,A

m
erican

F
oreign

P
olicy

tow
ard

C
om

m
u

n
ist

C
h

in
a

,pp.70- 90

）。
こ
の
う
ち
、
ノ
ー
ラ
ン
ド
、
ブ
リ
ッ
ジ
ズ
、

ジ
ャ
ッ
ド
、
ボ
リ
ス
は
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
心
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
７
）

C
on

gression
alR

ecord
,80

th
C

on
g.,1

stsess.,1947,V
ol.93,pt.2

:
pp.1980- 1981.

（
８
）

R
ozek,W

alter
H

.J
u

d
d

,p.125.

（
９
）

H
ou

se
C

om
m

ittee
on

F
oreign

A
ffairs,

A
ssistan

ce
to

G
reece

an
d

T
u

rkey
:

H
earin

gs,
80

th
C

on
g.,

1
stsess.,

1947,

p.16.

（
１０
）

ジ
ョ
ン
・
Ｌ
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
／
五
味
俊
樹
他
訳
『
ロ
ン
グ
・
ピ
ー
ス
ー
冷
戦
史
の
証
言
「
核
・
緊
張
・
平
和
」』（
芦
書
房
、
二
〇
〇
二

年
）
二
七
〇
頁
。
ケ
ナ
ン
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｆ
・
ケ
ナ
ン
／
清
水
俊
雄
訳
『
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｆ
・
ケ
ナ
ン
回
顧
録
―
対
ソ
外
交
に
生

き
て
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
）、
佐
々
木
卓
也
『
封
じ
込
め
の
形
成
と
変
容
―
ケ
ナ
ン
、
ア
チ
ソ
ン
、
ニ
ッ
ツ
ェ
と
ト
ル
ー
マ
ン
政

権
の
冷
戦
戦
略
―
』（
三
嶺
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
菅『
米
ソ
冷
戦
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
政
策
』第
三
章
、Joh

n
L

ew
is

G
addis,S

trategies

of
C

on
tain

m
en

t:
A

C
ritical

A
ppraisal

of
P

ostw
ar

A
m

erican
N

ation
al

S
ecu

rity
P

olicy
(O

xford
:

O
xford

U
n

iversity

P
ress,1982)

な
ど
を
参
照
。

（
１１
）

ケ
ナ
ン
『
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｆ
・
ケ
ナ
ン
回
顧
録
』
上
三
五
二
頁
。

（
１２
）

一
九
四
八
年
の
中
国
援
助
法
に
つ
い
て
は
、
菅『
米
ソ
冷
戦
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
政
策
』一
一
五
―
一
二
九
頁
、C

h
in

a
W

h
ite

P
aper,

pp.981- 985
;

Joh
n

H
.F

eaver,“T
h

e
C

h
in

a
A

id
B

illof1948
:

L
im

ited
A

ssistan
ce

as
a

C
old

W
ar

S
trategy,”

D
iplom

atic

H
istory

5
(S

prin
g

1981);

山
極
昇
「
一
九
四
八
年
中
国
援
助
法
の
成
立
過
程
」
斎
藤
真
、
深
谷
満
雄
編
『
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
決
定

と
議
会
―
そ
の
構
造
と
展
開
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
昭
和
四
〇
年
）
を
参
照
。

（
１３
）

ボ
リ
ス
は
、
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
〇
年
に
か
け
て
、
中
国
長
沙
で
歴
史
学
や
英
語
を
教
え
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
（Jeffery

C
.

L
ivin

gston
,

“O
h

io
C

on
gressm

an
Joh

n
M

.
V

orys
:

A
R

epu
blican

C
on

servative
N

ation
alist

an
d

T
w

en
tieth

C
en

tu
ry

A
m

erican
F

oreign
P

olicy,”
P

h
.D

.diss.,T
h

e
U

n
iversity

ofT
oledo,1989,p.22

）。

（
１４
）

C
on

gression
alR

ecord
,80

th
C

on
g.,2

n
d

sess.,1948,V
ol.94,pt.3

:
p.3331.
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（
１５
）

Ibid
.,p.3329

;
R

ozek,W
alter

H
.J

u
d

d
,p.115,pp.134- 135.

（
１６
）

C
on

gression
alR

ecord
,80

th
C

on
g.,2

n
d

sess.,1948,V
ol.94,pt.3

:
p.3329

;
R

ozek,W
alter

H
.J

u
d

d
,pp.133- 134.

（
１７
）

W
alter

H
.Ju

dd,“W
h

at
S

h
all

W
e

D
o

in
A

sia?,”
C

red
it

an
d

F
in

an
cial

M
an

agem
en

t
(Ju

n
e,

1951),
p.8,

W
alter

H
.

Ju
dd

P
apers,B

ox
40,F

older
1.

（
１８
）

R
ozek,W

alter
H

.J
u

d
d

,pp.113- 118.

（
１９
）

こ
の
時
期
の
議
会
（
第
八
〇
議
会
）
に
関
し
て
は
、S

u
san

M
.

H
artm

an
n

,
T

ru
m

an
an

d
th

e
80

th
C

on
gress

(C
olu

m
bia

:

U
n

iversity
ofM

issou
riP

ress,1971)

を
参
照
。

（
２０
）

山
極
「
一
九
四
八
年
中
国
援
助
法
の
成
立
過
程
」
一
〇
〇
―
一
〇
二
頁
、C

h
in

a
W

h
ite

P
aper,p.x.

（
２１
）

C
on

gression
alR

ecord
,80

th
C

on
g.,2

n
d

sess.,1948,V
ol.94,pt.3

:
p.3331.

（
２２
）

D
r.W

alter
H

.Ju
dd

O
ralH

istory.

（
２３
）

山
極
「
一
九
四
八
年
中
国
援
助
法
の
成
立
過
程
」
一
〇
〇
―
一
〇
二
頁
、
一
一
五
―
一
一
六
頁
。

（
２４
）

授
権
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
中
国
援
助
の
内
容
は
、
一
二
ヶ
月
を
期
間
と
し
て
総
額
四
億
六
三
〇
〇
万
ド
ル
、
そ
の
う
ち
経
済
援
助

が
三
億
三
八
〇
〇
万
ド
ル
、
贈
与
（
軍
事
援
助
）
が
一
億
二
五
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
る
。
実
質
的
に
は
軍
事
援
助
を
意
味
す
る
も
の
の
、
法
律

上
、
贈
与
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
直
接
的
な
軍
事
援
助
を
望
ま
な
い
民
主
党
議
員
を
中
心
と
す
る
中
国
援
助
消
極
派
と
チ
ャ
イ
ナ
・
ブ
ロ

ッ
ク
と
の
妥
協
を
意
味
し
た
。
な
お
、
中
国
援
助
の
た
め
の
歳
出
法
の
内
容
は
、
一
二
ヶ
月
を
期
間
と
し
て
、
総
額
四
億
ド
ル
、
そ
の
う
ち

軍
事
援
助
は
一
億
二
五
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
る
（C

h
in

a
W

h
ite

P
aper,pp.991- 993

;

山
極
「
一
九
四
八
年
中
国
援
助
法
の
成
立
過
程
」
一

一
九
―
一
二
〇
頁
、
一
二
二
頁
、
菅
『
米
ソ
冷
戦
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
政
策
』
一
二
五
―
一
二
六
頁
）。

（
２５
）

ギ
ャ
デ
ィ
ス
『
ロ
ン
グ
・
ピ
ー
ス
』
二
八
八
頁
、
デ
ィ
ー
ン
・
ア
チ
ソ
ン
／
吉
沢
清
次
郎
訳
『
ア
チ
ソ
ン
回
顧
録
』
１
（
恒
文
社
、
一

九
七
九
年
）
三
七
一
頁
、R

obert
J.D

on
ovan

,T
u

m
u

ltu
ou

s
Y

ears
:

T
h

e
P

resid
en

cy
of

H
arry

S
.

T
ru

m
an

1949- 1953
(N

ew

Y
ork

:
W

・W

・N
orton

&
C

om
pan

y,1982),p.76
;

D
r.W

alter
H

.Ju
dd

O
ralH

istory.

（
２６
）

D
epartm

en
t

ofS
tate,F

oreign
R

elation
s

ofth
e

U
n

ited
S

tates
:

1949
,V

ol.IX
,pp.494- 95,p.499

;

ギ
ャ
デ
ィ
ス
『
ロ
ン

グ
・
ピ
ー
ス
』
二
八
五
頁
。

（
２７
）

D
epartm

en
t

ofS
tate,D

epartm
en

tofS
tate

B
u

lletin
,X

X
II

(Jan
u

ary
16,1950),pp.79- 80.
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（
２８
）

D
ean

A
ch

eson
,“R

elation
s

of
th

e
P

eoples
of

th
e

U
n

ited
S

tates
an

d
th

e
P

eoples
of

A
sia

:
W

e
can

on
ly

h
elp

w
h

ere

w
e

are
w

an
ted,”

V
italS

peech
es

ofth
e

D
a

y,X
V

I(F
ebru

ary
1,1950),pp

238- 244.

(
29)

G
ordon

H
.C

h
an

g,F
rien

d
s

an
d

E
n

em
ies

:
T

h
e

U
n

ited
S

tates,C
h

in
a,an

d
th

e
S

oviet
U

n
ion

,1948- 1972
(S

tan
ford

:

S
tan

ford
U

n
iversity

P
ress,1990),pp.24- 25

;

ギ
ャ
デ
ィ
ス
『
ロ
ン
グ
・
ピ
ー
ス
』
一
四
三
―
一
四
四
頁
、
二
九
〇
頁
。

（
３０
）

C
h

an
g,F

rien
d

s
an

d
E

n
em

ies,p.25.

（
３１
）N

ew
Y

ork
T

im
es,Jan

u
ary

4,1950,p.1
;

D
avid

R
.K

epley,T
h

e
C

ollapse
of

th
e

M
id

d
le

W
ay

:
S

en
ate

R
epu

blican
s

an
d

th
e

B
ipartisan

F
oreign

P
olicy,1948- 1952

(N
ew

Y
ork

:
G

reen
w

ood
P

ress,
1988),

pp.61- 62
;

ツ
ォ
ウ
『
ア
メ
リ
カ
の

失
敗
』
四
一
八
―
四
二
〇
頁
。

（
３２
）

C
on

gression
al

R
ecord

,81
stC

on
g.,2

n
d

sess.,1950,V
ol.96,pt.1

:
p.636,p.651

;

ツ
ォ
ウ
『
ア
メ
リ
カ
の
失
敗
』
四
二
五

―
四
二
六
頁
。
一
度
否
決
さ
れ
た
朝
鮮
援
助
法
案
は
、
台
湾
を
含
む
中
国
へ
の
経
済
援
助
を
認
め
る
条
項
を
加
え
た
の
ち
可
決
さ
れ
た
。

（
３３
）

H
ou

se
C

om
m

ittee
on

F
oreign

A
ffairs,E

m
ergen

cy
F

oreign
A

id
:

H
earin

gs,80
th

C
on

g.,1
stsess.,1947,

p.244
;

入

江
『
米
中
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
』
二
〇
八
頁
。

（
３４
）

G
oodn

o,“W
alter

H
.Ju

dd,”
pp.315- 320

;
R

ozek,W
alter

H
.J

u
d

d
,pp.350- 351.

（
３５
）

E
dw

ard
H

.Ju
dge,Joh

n
W

.L
an

gdon
,eds.,T

h
e

C
old

W
ar

:
A

H
istory

th
rou

gh
D

ocu
m

en
ts

(N
ew

Jersey
:

U
pper

S
addle

R
iver,1999),p.70

;

ギ
ャ
デ
ィ
ス
『
ロ
ン
グ
・
ピ
ー
ス
』
一
四
八
―
一
五
一
頁
、
二
九
二
頁
。

（
３６
）

同
右
、
一
四
八
頁
、
ツ
ォ
ウ
『
ア
メ
リ
カ
の
失
敗
』
四
四
七
―
四
五
一
頁
、
入
江
『
米
中
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
』
二
二
二
―
二
二
八
頁
。

（
３７
）

S
en

ate
an

d
H

ou
se

C
om

m
ittees

on
th

e
Ju

diciary,
R

evision
s

of
Im

m
igration

,
N

atu
ralization

,
an

d
N

ation
ality

L
aw

s
:

H
earin

gs,
82

n
d

C
on

g.,
1

st
sess.,

1951,
p.34

;
W

alter
H

.
Ju

dd,
“H

ow
C

an
W

e
B

e
S

o
S

tu
pid?

:
W

e
h

elp
ou

r

en
em

y
an

d
den

y
ou

r
frien

ds,”
V

italS
peech

es
ofth

e
D

ay,X
V

II
(M

arch
1,1951),p.299.

（
３８
）

C
on

gression
alR

ecord
.,81

stC
on

g.,2
n

d
sess.,1950,V

ol.96,pt.11
:

p.14860.

（
３９
）

ト
マ
ス
・
Ｋ
・
タ
ケ
シ
タ
、
猿
谷
要
『
大
和
魂
と
星
条
旗
―
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
市
民
権
闘
争
史
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
三
年
）

一
四
四
頁
。
一
九
五
二
年
の
改
正
に
よ
り
、
ア
ジ
ア
系
に
対
す
る
人
種
差
別
規
定
は
完
全
に
撤
廃
さ
れ
た
。
た
だ
し
一
九
二
四
年
移
民
法
に

よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
「
原
国
籍
割
当
て
制
度
（n

ation
al

origin
s

qu
ota

system
）」
は
五
二
年
改
正
に
お
い
て
も
残
り
、
そ
の
原
則
が
撤

論 説
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廃
さ
れ
る
の
は
六
五
年
移
民
法
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
４０
）

Ju
dd,“W

h
at

S
h

allW
e

D
o

in
A

sia?,”
p.7,p.47

;
D

r.W
alter

H
.Ju

dd
O

ralH
istory

;
H

ou
se

C
om

m
ittee

on
F

oreign

A
ffairs,U

.S
.P

olicy
in

th
e

F
ar

E
ast:

H
earin

gs,82
n

d
C

on
g.,1

stsess.,1951,p.163.
（
４１
）

李
鍾
元
「
戦
後
東
ア
ジ
ア
の
地
域
秩
序
と
朝
鮮
半
島
」
細
谷
千
博
、
入
江
昭
、
後
藤
乾
一
、
波
多
野
澄
雄
編
『
太
平
洋
戦
争
の
終
結
―

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
戦
後
形
成
』（
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
）
三
九
一
頁
。

（
４２
）

D
r.W

alter
H

.Ju
dd

O
ralH

istory.

（
４３
）

R
ozek,W

alter
H

.J
u

d
d

,pp.21- 23
;

E
dw

ards,M
ission

ary
for

F
reed

om
,pp.188- 189.

（
４４
）

百
万
人
委
員
会
は
、
一
九
五
四
年
に
百
万
人
以
上
の
署
名
獲
得
と
い
う
目
的
を
達
し
た
。
そ
し
て
一
九
五
五
年
、
改
め
て
「
百
万
人

（
の
）
委
員
会
」（T

h
e

C
om

m
ittee

of
O

n
e

M
illion

）
と
し
て
再
生
し
た
（
宇
佐
美
滋
『
米
中
国
交
樹
立
交
渉
の
研
究
』
国
際
書
院
、

一
九
九
六
年
、
二
二
八
頁
）。
百
万
人
委
員
会
に
つ
い
て
は
他
に
、B

ach
rack,T

h
e

C
om

m
ittee

ofO
n

e
M

illion

を
参
照
。

（
４５
）

「
自
由
中
国
の
た
め
の
委
員
会
」
は
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
に
よ
る
対
中
関
係
打
開
の
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
解
体
し
た
百
万
人
委
員
会
に
か
わ

っ
て
、
新
た
な
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
の
中
核
と
な
っ
た
（
宇
佐
美
『
米
中
国
交
樹
立
交
渉
の
研
究
』
二
三
四
―
二
三
五
頁
）。

アメリカの対中政策とチャイナ・ロビーの誕生（二・完）
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